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○
海
上
保
安
庁
告
示
第
百
六
十
四
号

海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
九
号
）
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
来
島
海
峡

航
路
に
お
け
る
通
報
の
方
法
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

海
上
保
安
庁
長
官

鈴
木

久
泰

来
島
海
峡
航
路
に
お
け
る
通
報
の
方
法
に
関
す
る
告
示

海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
は
、
日
本
語
（
日
本
語
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
英
語
）
を
用
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話

識
別
信
号

く
る
し
ま
マ
ー
チ
ス
（
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ

Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
）

聴
守
周
波
数

一
五
六
・
八
〇
㎒
（
チ
ャ
ン
ネ
ル
一
六
）

通
信
周
波
数

一
五
六
・
六
五
㎒
（
チ
ャ
ン
ネ
ル
一
三
）

一
五
六
・
七
〇
㎒
（
チ
ャ
ン
ネ
ル
一
四
）

一
六
一
・
七
〇
㎒
（
チ
ャ
ン
ネ
ル
二
二
）

二

電
話

〇
八
九
八

三
一

九
〇
〇
〇

－
－
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附

則

こ
の
告
示
は
、
港
則
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
国
土
交
通
省
令
第
十
四
号
）
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


